
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

これだけは押さえておきたい！ 

人事労務の最新情報   
 

～弊社ブログに、下記情報のリンクを貼っています～ 

http://blog.goo.ne.jp/shinsou-assist 

 

■ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成 24 年 10 月 1 日以降)/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/inde
x.html 

■ 労働者派遣法改正により原則禁止される短期の派遣(＝日雇派遣)
について/厚労省 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shouk
ai/kaisei/01-1.html 

■ 労働者派遣法の改正について(改正に関するＱ＆Ａ)/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shouk
ai/kaisei/05.html 

 

■ 労働契約法改正のポイント/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyak
u/kaisei/ 

 

■ 改正高年齢者雇用安定法が成立しました～来年 4 月 1 日施行/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/to
pics/tp120903-1.html 

■ 高年齢者雇用安定法の改正について/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/to
pics/tp120903-1.html 

 

■ セクハラによる精神障害の労災認定について/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf 

 

■ 勤労者の心の健康づくりの推進/労働者健康福祉機構 
http://www.rofuku.go.jp/yobo/kokoro_kenko/tabid/364/Default.aspx 

 

■ 30 日以上休業の原因「メンタル疾患」が 68％/アドバンテッジ リス

ク マネジメント 
http://pdf.irpocket.com/C8769/JA1b/iSqb/oPwx.pdf 

 

■ 「平成 24 年版厚生労働白書」を公表－社会保障を考える/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002i7sk.html 

 

■ 約 8 割の企業、横領した社員を「懲戒解雇」/労務行政研調査 
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000057499.pdf 

 

■ 日本的経営の特徴は「従業員・雇用重視」～新任役員意識調査/日
本能率協会 

http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=180 
 

■ 重視する社員層、「若年者」「女性」～人材活用などの企業意識調

査/帝国データバンク 
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w1208.html 

 

■ 正社員の中途採用、重視するポイントは「人柄・性格」/アイデム 人

と仕事研究所 
http://www.aidem.co.jp/company/topics/detail/20120831_2.html 

 

■ 若手社員の 8 割超「終身雇用に賛成」/レジェンダ・コーポレーション 
http://www.leggenda.co.jp/news/press/20120913-01.html 

 

■ 結婚後も就業継続を望む女性は約７割/ディップ 
http://www.dip-net.co.jp/news/press-release/2012/09/post-62.html  

 

■ 平成 24 年分 年末調整のしかた/国税庁  
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm 

 －産業医・精神科医のレポート－ 

中村純ほか監修 中災防新書 \900+税 

［「はじめに」より（抜粋）］ 

本書は、精神科医である主治医、産業医、双方の立場から書かれた事例を多数紹介している点も特徴で

ある。それぞれの立場と考え方を理解し、産業医をはじめ産業保健スタッフと主治医の連携を円滑に進め

ることは、労働者の復職支援を成功に導く鍵となる。 
 

「労働者が突然､「復職可能」の診断書を持ってきた場合の対応」､「主治医と就業判定が分かれた例」

など実務的にもひじょうに参考になります。また「いわゆる若者のうつ」その他疾患別の事例も入ってお

り、幅広くメンタルヘルスを理解できますので、人事労務の担当者には勧めです。 
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企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 

職場の労務管理の基本 

人事マネジメントのワンポイントアドバイス 

◆  「 ラインでブレない 」  ◆ 
 

一つの組織は、課長－係長－主任という職制(名称は異なると

して)のラインで統制を図っています。このラインでブレないこ

とが組織にはとても大切です。 
 

部下が課長から厳しく叱られたときに、現場に近い主任や係

長がその部下に寄り添って励ますことがあるでしょう。そのこ

と自体はいいのですが、部下への励まし方を誤って、課長を否

定したり、無視したりするような言葉をつい出してしまってい

ませんか。「課長はああ言うけど、まぁ気にするな」と言ってし

まっては、組織としての統制が取れません。 
 

課長の厳しく叱っている意図がわかっていないようであれ

ば、その部下にわかるように説明することが大事です。「課長は

きみに○○を直してもらいたいんだ。それは社会人として許さ

れることではないから。僕も若い頃はそうだったけど、叱って

もらってよかったと今では思えるよ」というような励まし方を

してください。課長の意図がくみ取れないときは、まず課長に

尋ねてみてから部下を励ますようにするとよいでしょう。 

● 管理職として知っておきたいメンタルヘルス １ ● 
  

■メンタルヘルスに不調を来す者の増加  

労働政策研究･研修機構の調査では「6 割弱の事業所で、メンタルヘ

ルスに問題を抱えている正社員がいるとしており、そのうちの 3 割強

の事業所は、3 年前に比べてその人数が増えた」という結果が出てい

ます。 皆さんの職場でも他人事ではありません。事業所が小規模であ

ったとしても同じです。 
 

■メンタルヘルス対策と管理職の役割  

メンタルヘルスに不調を来す原因は“ストレス”です。人間は、ス

トレスにある程度耐えられるようにはなっていますが、その限界を超

えたときに何らかの健康障害が発生します。 
ストレス反応の強さは、性格や行動特性などの個人的な要因のほか、

職場での作業環境や人間関係などにも大きく影響を受けます。したが

って、従業員自らがストレスへの耐性を高めるとともに、職場の環境

を整えていくことも大事なのです。 
職場のメンタルへルス対策を進めていく上でのキーパーソンは、日

頃部下と接し共に仕事をしている職場の管理職であり、適切な対応（ケ

ア）の方法を理解し、実践することが求められています。 
 

⇒次号以降も「管理職として知っておきたいメンタルヘルス」をシリ

ーズでお届けします。 


